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 近年多発している自然災害等により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。 

 また、被災された皆さまの生活が、１日も早く復旧することをお祈り申し上げます。 

 

 

 さて、大月短期大学では、自然災害等により被災された在学生及び受験生の皆様に対しまして、経済的

な理由により就学を断念することがないよう、また、進学の機会の確保を図る観点から、授業料等を減免

する制度を設けております。 

 是非、この制度を有効にご利用いただきたくご案内します。 

 

 

 現在対象となっている自然災害等は下表のとおりです。 

自然災害等名称 
減免対象年度 

在学生 受験生 入学生 

「令和 6年能登半島地震」 令和 5年度 令和 5年度～令和 9年度 令和 6年度～令和 10年度 

 

 その他詳細については、別表【自然災害等による被災在学生・受験生及び入学生に係る授業料等減免基

準】をご確認ください。 

 

 

◇問い合わせ先 

                           大月短期大学事務局 総務担当 

                           電話 ０５５４－２２－５６１１ 

                           事務取扱時間 平日 ９:００～１７:００ 


